
　　　　　（地皿85）

平成20年6月18日
都道府県医師会

　　担当理事　殿

日本医師会
　常任理事　内　円

理國臼
撃慧
妥…・蘇

r電磁的方法により作成された特定健康診査及び特定保健指導に

関する記録の様式等について（補足説明）」の送付について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、　r電磁的方法により作成された特定健康診査及び特定保健指導に関す

る記録の取扱いについて」、及び「電磁的方法により作成された特定健康診査

及び特定保健指導に関する記録の様式等について」の送付につきましては、平

成20年4月17目付日医発第65号（地皿23）をもって貴会宛にお送りさせて

いただきました。

　今般、別添のとおり、平成20年5月28日付で厚生労働省健康局総務課生

活習慣病対策室、及び保険局総務課医療費適正化対策推進室の連名により、各

都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部（局）、都道府県医療構造改革担

当（局）宛に事務連絡がなされました。併せて、本会に対しましても、周知方

依頼がありましたので、お送りいたします。

　つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、貴会管下郡

市区医師会への周知方、よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

　なお、特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料、

正誤表等につきましては、健診データの電子的管理の整備に関するホームペー

ジ（http：／／tokuteikenshin．jp／update／spec2008／index．html）に掲載されてお

りますとともに、本通知につきましても本会ホームページに掲載いたしますこ

とを申し添えます。



事　　務　　連　　絡

平成20年5月28日

社団法人日本医師会　御中

厚生労働省健康局

　総務課生活習慣病対策室

厚生労働省保険局

　総務課医療費適正化対策推進室

電磁的方法により作成された特定健康診査及び特定保健指導に関する記録

の様式等について（補足説明）

　電磁的方法により作成された特定健康診査及び特定保健指導に関する記録（以下単に

「電磁的記録」という。）の取扱いについては、　「電磁的方法により作成された特定健康

診査及び特定保健指導に関する記録の取扱いについて（平成20年3月28日健発第
0328024号、保発第0328003号）」　（以下r局長通知」という。）及び「電磁的方法によ

り作成された特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の様式等について（平成20年

3月28目健総発第0328001号、保総発第0328002号）」　（以下「課長通知」という。）

によりその様式等が通知されたところですが、その後、当該様式等について各方面から少

なからずご照会等を頂いていることから、下記のとおり、補足説明として基本的な整理を

行いましたので、貴団体におかれては、関係者への周知等よろしくお願い申し上げます。

記

1．電磁的記録の様式を示した趣旨
　保険者、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成19年厚生労働省

令第157号）第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成20年厚生労

働省告示第11号）及び同基準第16条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

　（平成20年厚生労働省告示第179号）等において電磁的記録の送受信あるいは保存等

　を円滑に行うためには、これら関係する者（以下r関係者」という・）の間で共通の様

式により電磁的記録を作成する必要があることから、通知によりお示ししたものです。



2．国が示している範囲
　　関係者が法令に基づき自由に開発・運用すべき各関係者内のシステムの仕様までを規

定することは適当ではないことから、国が通知によりお示しした範囲は、1の趣旨に従

い、関係者間での円滑な送受信等を可能にするための様式のみに限定しております・

　　なお、ここでいう様式とは、送付されたファイルが受領側で確実に読み取れるための

　フォーマットであり、読み取ったデータをどのように取り扱うか等については、各関係

者の運用によることとなります。

　　よって、電磁的記録の様式とは、局長通知に添付されている資料（ファイル概念図や

電子的管理のためのファイル仕様等）、及び課長通知においてお示ししているホームペ

　ージ（http：／／㎜v．mhlw．go．jp／bunya／shakaihosho／iryouseidoO1／infoO2a．html）を通

　じて得られる様式（ホームページにはXMLスキーマファイル、仕様説明書等があります

　が、仕様説明書はXMLスキーマファイルの説明であるため、様式としてはXMLスキーマ

　ファイルを原則として参照願います）のみを指します。

3．様式の修正等について

　　電磁的記録の様式は2に示した範囲となりますが、最も重要なXMLスキーマファイル

については、データの送受信に影響を与えることから、通知後の修正は行っておらず、

　また、仮に修正する場合には、関係者等との事前調整の上で変更する予定です。

　　なお、仕様説明書については、各方面からのご照会・ご指摘等を受け、誤字の修正、

表現の適正化、様式にデータを入力する際の注意点等について、先般、正誤表をお示し

　したところです。

4．関係者問における運用について
　　2にお示ししたように、各関係者内のシステムについては各関係者が法令に基づき自

　由に開発・運用すべきものですが、前提として、定められた様式により記録を作成可能

であるとともに、当該様式を遵守している記録については受領可能であるシステムを構

　築願います。

　　また、様式を踏まえた上で、関係する省令、告示等に即し特定保健指導レベル等につ

　いて適切な情報が入力可能なシステムを構築する等運用上のルールを関係者間で事前に

　定めることは差し支えありませんが、関係者との調整なく運用上のルールを過度に細か

　く定めることについては慎重を期されますよう、ご注意願います。

以上
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各都道府県●保健所設置市●特別区衛生主管部（局）　御中

　都道府県医療構造改革担当（局）　御中

厚生労働省健康局

　総務課生活習慣病対策室

厚生労働省保険局

　総務課医療費適正化対策推進室

電磁的方法により作成された特定健康診査及び特定保健指導に関する記録

の様式等について（補足説明）

　標記について、別添のとおり、特定健康診査及び特定保健指導の実施機関（以下「実施

機関」とする。）の関係団体あてにご連絡したところですが、その取扱いについて御了知の

上、貴都道府県内の市町村及び実施機関等への周知を図られるようよろしくお願いいたし

ます。
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平成20年5月28日

（別記）　御中

厚生労働省健康局

　総務課生活習慣病対策室

厚生労働省保険局

　総務課医療費適正化対策推進室

電磁的方法により作成された特定健康診査及び特定保健指導に関する記録

の様式等について（補足説明）

　電磁的方法により作成された特定健康診査及び特定保健指導に関する記録（以下単にr電

磁的記録」という。）の取扱いについては、r電磁的方法により作成された特定健康診査及

び特定保健指導に関する記録の取扱いについて（平成20年3月28日健発第0328024号、

保発第0328003号）」（以下「局長通知」という。）及び「電磁的方法により作成された特定

健康診査及び特定保健指導に関する記録の様式等について（平成20年3月28日健総発第

0328001号、保総発第0328002号）」（以下r課長通知」という。）によりその様式等が通知

されたところですが、その後、当該様式等について各方面から少なからずご照会等を頂い

ていることから、下記のとおり、補足説明として基本的な整理を行いましたので、貴団体

におかれては、関係者への周知等よろしくお願い申し上げます。

記

1．電磁的記録の様式を示した趣旨

　保険者、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成19年厚生労働省令

第157号）第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成20年厚生労働

省告示第11号）及び同基準第16条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平

成20年厚生労働省告示第179号）等において電磁的記録の送受信あるいは保存等を円滑

に行うためには、これら関係する者（以下r関係者」という。）の間で共通の様式により

電磁的記録を作成する必要があることから、通知によりお示ししたものです。



2．国が示している範囲

　関係者が法令に基づき自由に開発・運用すべき各関係者内のシステムの仕様までを規

定することは適当ではないことから、国が通知によりお示しした範囲は、1の趣旨に従

い、関係者間での円滑な送受信等を可能にするための様式のみに限定しております。

　　なお、ここでいう様式とは、送付されたファイルが受領側で確実に読み取れるための

フォーマットであり、読み取ったデータをどのように取り扱うか等については、各関係

者の運用によることとなります。

　　よって、電磁的記録の様式とは、局長通知に添付されている資料（ファイル概念図や

電子的管理のためのファイル仕様等）、及び課長通知においてお示ししているホームペー

ジ（http：／／㎜．mhlw．go．jp／bunya／shakaihosho／iryouseidoO1／infoO2a．htm1）を通じて

得られる様式（ホームページにはXMLスキーマファイル、仕様説明書等がありますが、

仕様説明書はXMLスキーマファイルの説明であるため、様式としてはXMLスキーマファ

イルを原則として参照願います）のみを指します。

3．様式の修正等について

　電磁的記録の様式は2に示した範囲となりますが、最も重要なXMLスキーマファイル

については、データの送受信に影響を与えることから、通知後の修正は行っておらず、

また、仮に修正する場合には、関係者等との事前調整の上で変更する予定です。

　　なお、仕様説明書については、各方面からのご照会・ご指摘等を受け、誤字の修正、

表現の適正化、様式にデータを入力する際の注意点等について、先般、正誤表をお示し

　したところです。

4．関係者間における運用について

　　2にお示ししたように、各関係者内のシステムについては各関係者が法令に基づき自

由に開発・運用すべきものですが、前提として、定められた様式により記録を作成可能

であるとともに、当該様式を遵守している記録については受領可能であるシステムを構

築願います。

　　また、様式を踏まえた上で、関係する省令、告示等に即し特定保健指導レベル等につ

いて適切な情報が入力可能なシステムを構築する等運用上のルールを関係者間で事前に

定めることは差し支えありませんが、関係者との調整なく運用上のルールを過度に細か

く定めることについては慎重を期されますよう、ご注意願います。

以上



（別記）

有限責任中間法人日本人間ドック学会

社団法人日本病院会

財団法人結核予防会

社団法人全国労働衛生団体連合会

財団法人予防医学事業中央会

社団法人日本医師会

有限責任中間法人日本総合健診医学会



（別記）　追加分

社団法人

社団法人

目本看護協会

日本栄養士会


